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第１条（契約資格・申込み）
駐車場使用契約の資格者は、現に居住する区分所有者またはその同居する親族および賃借人
またはその同居する親族で、自動車を保有していなければならない。
2．駐車場の使用を希望する区分所有者は、管理組合の定める方法により申込むものとする。

第２条（契約の締結）
駐車場の使用を希望する区分所有者は、別に定める駐車場使用契約を管理組合と締結しなけ
ればならない。

第３条（管理および損害賠償）
駐車場契約者は、駐車車両を自己の責任において管理するものとし、管理組合は、天災、地
変、盗難、破損、その他の事故等、理由の如何を問わず契約者が被った損害について一切の責
めを負わない。

第４条（契約者の遵守事項）
駐車場契約者は、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場に駐車する場合は、駐車場使用契約書に記載された指定位置とし、その駐車ス
ペースで乗降できる車両に限ること。

(2) 駐車場の使用にあたり、管理者および管理受託者の指示または場内の標識等に従うこと。
(3) 駐車場契約者は、管理組合へ自動車の種類、登録番号その他管理組合が必要と認める事
項を届け出ること。

(4) 駐車にあたっては指定区画の中央に駐車し、隣接の車両に対し支障のないようにする
こと。

(5) 必要以上にエンジンを高速回転させたり、警笛を鳴らしたり、騒音を発生させないこと。
特に深夜、早朝の出入りにあたっては、静かな運転を心掛けること。

(6) 駐車車両には必ず施錠をすること。
(7) 駐車場施設および他の車両に損害等を与えたときは、ただちに管理組合に報告し、その
指示に従うこと。

(8) 駐車施設にはガソリン、その他の危険物を置かないこと。
(9) 駐車場の施設または設備等に変更を加えてはならない。

(10) マンション敷地内での運行は、歩行者優先とし、徐行運転に心掛けること。
(11) 機械式駐車機では、乗車したままでの機械操作を行わないこと。
(12) 機械式駐車機パレット上での乗降は、原則運転者のみとすること。
(13) 駐車場施設の保守または管理のため、管理組合は契約者の車両の停止位置を一時的に変

更したときは、これに従うこと。
(14) 近隣住民に迷惑、不快の念を与える行為 (路上の駐車を含む)を行わないこと。

第５条（事務および会計業務）
管理組合は、駐車場使用契約に関する事務 (車庫証明書の発行を含む) および会計業務を
行う。

第６条（駐車場使用細則の改廃)

この駐車場使用細則の変更は、管理規約第 47条によるものとする。
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附則

第 1条
規約並びに本細則に定めのない事項は理事会の決定によるものとする。

第 2条
この細則は、令和 4年 4月 1日から施行するものとする。
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